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１.会社概要

社名 ： 株式会社サンネット

本社 ： 広島県広島市中区袋町4-21

設立 ： 1962年（昭和37年）11月15日

資本金 ： 6,000万円

代表者 ： 代表取締役社長 山口 隆法

従業員数 ： 336名（2018年4月現在）

売上高 ： 73億2,413万円（2018年3月実績）

事業所 ： 東京、大阪、山口、島根

関連会社 ： 株式会社広島情報シンフォニー



【事業内容】

システムインテグレーション事業

ソフトウェア開発事業

ネットワーク・セキュリティ・クラウドサービス事業

保守サービス事業

「ＩＣＴで広島に、そして

社会に貢献する」

ICT 
solution

公共分野

医療分野

産業分野
ソフトウェ

ア開発事業

サービス

事業



2.「働き方改革」への取り組み

有給休暇取得促進

定時退社日の設定

・全社 月1回、各部門月1回以上

オフィスリニューアル

・フリーアドレス化対応

・社内無線ＬＡＮ配備

・会議用画面共有システム導入によりペーパレス

会議の実施



柔軟で効率的、活気のある
最適化空間を目指しています。



3.「長時間労働対策」への取り組み

【従来からの取り組み】

①「36協定」遵守！宣言

・2012年より、「36協定」遵守について、

会社方針として全社へ宣言。

・毎月、時間外勤務実施状況を部門長へ通知。

・個人別実績報告書へ「36協定」遵守状況の明記

⇒ 36協定違反 ゼロ



3.「長時間労働対策」への取り組み

【従来からの取り組み】

②長時間労働者に対して医師の面談を実施

・「２か月連続60Ｈ以上時間外勤務者」に対して

医師の面談の義務付け

・併せて「疲労度チェック」「ストレスチェック」、

本人+上長の報告書提出

⇒ 2017年度 該当者 20名



3.「長時間労働対策」への取り組み

《課題》

「長時間労働」に対して、「実績報告書」の提出
によるためタイムリーな把握ができていない

「労務管理」よりも「実績管理」への意識が高い

紙ベースの報告のため、集計に時間がかかる

ピークを過ぎた時期での医師面談実施



4.「勤怠管理システム」導入

きっかけは・・・

労働基準監督署の「臨検」（2017年8月）

「労働時間管理の適正化」の指導を受ける

そこで・・・

「勤怠管理システム」導入検討（2017年9月）



4.「勤怠管理システム」導入

《要件》

社外で勤務している従業員も多いため、

どこからでも利用できる

長時間労働者に対するアラート機能がある

予定・実績の管理がタイムリーにできる

導入までの期間はあまりかけたくない

⇒ クラウド型 勤怠管理システムを導入決定

（2017年11月）

（マッチしない場合はやめやすい・・・）



4.「勤怠管理システム」導入

2017年9月
• 勤怠管理システム導入検討

2017年11月
• 「クラウド型勤怠管理システム」導入決定

2018年1月
• 社内説明会

2018年2月
• 並行運用

2018年4月
• 運用スタート



4.「勤怠管理システム」導入～運用～

出勤時刻、退勤時刻の打刻（入力）

→ スマホ、ガラケーからもＯＫ

※位置情報はＯＮ！

時間外勤務、フレックス勤務、スケジュー
ルは原則、事前に申請

→ スマホ、ガラケーからも申請ＯＫ

※申請理由は必ず明記！



TEST USER

【スマホ画面イメージ】

出勤時、退勤時に
タップするだけでＯＫ



有休、フレックス申請等

Ｃ打刻忘れの場合等

Ｃ時間外勤務申請の場合

【スマホ画面イメージ】



【勤怠記録帳票イメージ】



4.「勤怠管理システム」導入～運用～

長時間労働該当者に対するアラート

・時間外労働が

30Ｈ、40Ｈ、45Ｈ超となった時点で、

本人、上長にアラートメールが自動送信

・時間集計でも、段階に応じた色分けで表示



【本人へのアラートメール】



S9999 TESTUSER

【上長へのアラートメール】



【月別集計表イメージ】



4.「勤怠管理システム」導入～効果～

各勤務体系に応じたパターン設定により

適切な勤怠情報の把握が可能

→シフト、時短勤務等に対応

タイムリーに勤怠情報を把握

→体調不良者の早期把握、対応が可能

→上長へのヒアリング実施



4.「勤怠管理システム」導入～効果～

集計時間の短縮

→10時間/月の工数削減

時間外労働の削減

→全社平均15％Down

※全社平均 17.1Ｈ/月（2018年4月～9月実績）

→「2か月連続60H超勤務者」 6月以降該当者なし

有給休暇の取得促進

→取得率3％Up



5.今後の取り組み

改正労働基準法への対応

・勤務間インターバル

・フレックスタイム清算期間

従業員の健康を維持・増進できる会社へ

・スマートウォッチ装着によりウォーキング

イベント実施

作業効率化、標準化への取り組み

・リモート作業環境整備

・ＲＰＡ化 等・・・



ご清聴ありがとうございました

～ ＥＮＤ ～


